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弁護士　吉田　雄大

平成19 年Ｈ 月１日付けで提起された、同年10 月４日付で新居浜市福祉事務
所長 ’（以下（処分庁卜という。）が行った審査請求人に対する生活保護法（昭和
25年法律第144 号。以下「法」という。）第24 条第１項の規定に基づく保護の
開始の決定処分に係る審査請求（以下｡「審査請求１」という。）並びに同月５日
付で処分庁が行った、審査請求人に対する生命保険解約返戻金の法第63 条の返¨
還に関する法第27 条第ｉ項の規定に基づく指導指示に係る審査請求（以下「審
査請求２」という。）及び自動車の運転に関する同項の規定に基づく指導指示に
係る審査請求（以下「審査請求３」という。）（以下これらの審査請求を「本件
審査請求」という。）について、次のとおり裁決する。 づ　　卜

主　　　　　　　文
１　処分庁の審査請求人に対する平成!9 年10 月４日付け保護の開始の決定処
分を取り消す。　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ト ユ
２　審査請求２及び３をいずれも却下する。　十

∇　　
事　　　　　 実　 厂

本 件 審 査 請 求 に 至 る 経 緯 は
、

次 の と お り で あ るO

1　 審 査 請 求 １ に つ い て　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
＼

（1 ） 審 査 請 求 人 は
、

平 成19 年 ８ 月27 日 に
、

新 居 浜 市 役 所 福 祉 課 保 護 係 あ て

に 生 活 保 護 申 請 書 （ 以 下 「 本 件 申 請 書 」 と い う 」 を 送 付 し
、

本 件 申 請 書

は
、

同 月30 日 に 新 居 浜 市 役 所 に 到 達 し た
。

な お
、

審 査 請 求 人 は
、

生 活 保

護 を 受 け よ う と し て
、

同 日 以 前 に も 何 度 か 同 課 を 訪 れ て い た
。　　　

ダ

㎜■■■　㎜㎜■㎜㎜■■aa･･■a-=､･･､a■■I■-=｡a･-=-¶･-==-¶〃=〃-･-･===-･･=--･･- -･･==･･ ･･･=･===･････､｡･-w=J ･････■-■■･･･I -- ･=･･･-･･　･=･･■･､･･a･■II-=･Ia』｡､　　　　　　　　　　　　　　｡
（2 ） 審 査 請 求 人 は･

、
処 分 庁 か ら 平 成19 年 ８ 月3

匸 白 に 連 絡T を 受 付
、

同 年I り 月

５ 則 こ 処 分 庁 を 訪 れ た
。
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（3） 処分庁憾、審査請求人の保護の申請の意思を確認したため、審査請求人
に対して新居浜市生活保護法施行規則第３条｡第１項に規定する保護申請
書（以下「規則に規定する申請書」という。）を交付し、審査請求人は、
これに必要事項及び日付を平成19 年９月５日と記載し、署名押印した・

（4） 処分庁はレ平成19 年10 月４日付けで、審査請求人に係る保護の開始の
日を同年９月６日とす名保護の開始の決定処分を行った（以下（本件処分

丁という。）、　 レ　　　　　　　　　　　　 ノ　　　　　　 、。

２ 審査請求２について
処分庁は、審査請求人に係る保護:の開始の決定(7;
膏実施した一ところ。審査請求人命義の生命保険

(1) 処分庁は、審査請求人に係る保護:の開始の決定のために必要な資産調査

㎜ 「以 下 才本 件 保 険 」 と い うI。 ）が あ る こ と を 確 認 し た 。

－　　　　　　　　　 … －　ヽ -ヽ一 一･i 之ゝ-ｇ･ ｙr=‘｡14===tJJロム ？ヽ･｡抒人-ﾉ　 丶ｙＴ丶
（2 ） 処 分 庁 は 、 本 件 保 険 の 掛 金 が 最 低 生 活 費（医 療 扶 助 を 除 く 。⊃ の １ 割 を 超

え て い る こ と を 理 由 と し て 、 審 査 請 求 人 に 対 し 、 本 件 保 険 の 解 約 を 指 導 し

嵋　　　･･　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
・　●　　　　　　　　　　　・　　、　　　　。

へ 審 査 筐 求 人 は 、 処 分 庁 に 対 し 、濘 成1 り 年10 月 ２ 日 に 本 件 保 険 の 解 約 手

続 を 行 っ た 旨 を 連 絡 し た 。

（3 ） 処 分 庁 は 、 平 成19 年10 月 ５ 日 付 け で 審 査 請 求 人 に 対 し 、 本 件 保 険 に 係

る 解 約 返 戻 金 が 法 第 』3 条 の 規 定 に 基 づ き 処 分 庁 に 対 し て 返 還 す べ き 対 象･･

と な る と し て こ れ を 返 還 す る よ う 文 書 で 指 導 し た （以 下 「本 件 指 導 く」ﾌ 」゙ と

’い う
Ｏ
）･。‥　　　　　　　　　　　　　　　　･｡

、　　　　　 ダ

３　審査請求３についてljil’ s-μ卩rｐv Iw 〃　’　－
よ 処 分 庁 は 、

小 成19 年9jｾﾐ15 日 、 審 査 艢 求 人 が 自 動 車 （登 録 番 号 「
・

ｹｰ
」

㎜ 名 義
｀
平 成 サ 年 度 初 年 度 登 録 十 泓 下 「本 件 車 両

■　` 　-|.J一二丶　丶．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ｉ」という。）を使用していることを確認した。･
(2) こ の た め 、 処 分 庁 は 、

平 成/19 年 ９ 月 ５ 日 、 生 活 保 護 法 に よ る 保 護 の 実 施

要 領 の 取 扱 い に つ い て( 昭 和38 年 ４ 月 １ 日 付 社 保 第34 号 厚 生 省 社 会 局 保

謾 課 長 通 知 ． 以 下｢ 厚 生 省 保 護 課 長 通 知｣ と い う 、) に 照 ら し 、
保 護 世 帯

の 自. 動 車 の 保 有 及 び 使 用 が 原 則 と し て 認 め ら れ な い と し て 、
審 査 請 求 人 に

‥
対 し 、

本 件 車 両 の 使 用 を 控 え る よ う 口 頭 で 指 導 し た ．

(3 匚 処 分 庁 は 、 平 成19 年10 月 ５ 日 付 け で 審 査 請 求 人 に 対 し 、
本 件 車 両 の 運

転 を 行 わ な い よ う 文 書 で 指 導 し た( 以 下｢ 本 件 指 導 ２｣ と い う ．) ．

４　 本 件 審 査 請 求 に つ い て　　　 犬　　　　　　　　　　　　　　　　　　
レ

審 査 請 求 人 は 、
本 件 処 分 並 び に 本 件 指 導 １ 及 び 本 件 指 導 ２ を 不 服 と し て

、

lf'･･･ ･･､･｀･･̈･'･"･""I'･='｢･･｣･‾･･?'I･-･¨･“'･'゙"･･‾'I･･--･J--=--････ --=･･･=¶a-?-卜
………-……………-… …………………………… …………………….‥.､...､． ･■･･¶･■|･-･･､ ･|--I|r･-･ -･-･¶-･･･--

平 成19 年 Ｈ 月 １ 日 付 け
ヤ 愛 媛 県 知 事 に 本 件 審 査 請 求 を 行

ら た √ …… ………… ………… …

２



二　　　　　　　　　　　　　請　 求厂の　 要　 旨

１　 審査請求 凵こついて　　　　　 犬 １

レ 審査 請 求人 は、次 のとお り主張して、本件処分の取消し を求めていると認

められる。　　　　　　　　　　 卜 ＼　　　　　　　　　　　　　　　　　　 卜
（1） 処 分庁 は、審査請 求 人が 規則 に規定する申請書に記載した平成1 9 年 ９月

５日 を保 護 の開始 の日と する本件処分を行ったが､ﾕ 審査 請求人が送 付 し た

本 件 申請 書は、平成19 年 ８月30 日に新 居浜 市役 所に到 達して いる のであ

るかぢ、処分庁の審査請求人に対する保護の開始の日は同日となる はずで

ある。　 卜　　　　　 ・。。･。　・ 。･。　　　。･･。　　　　　　・･。　　　　・・

（２） し た がつて、本件処分は保護の開始の日を誤･つてい る ため、本 件 処 分 の

取消 し を求める。　　　　　　　　　　　　　　　 尚　＋

2　 本 件審 査請求 ２に ついて　　 犬　　　 レ

審 査請求人は、次のとお り主張して、本件指導１の取消しを求めていると

認 められる。　　　　　　　 つ　　　　 十
（1 ）二 処 分庁 は、本 件保 険が 審 査請求人の資産であるとして本件指導Ｌを行･つ

たが 、本 件保険 の実 質的 権利 者は審査請求人の母であるから、本件保険の

解約返戻金は、法第４条第ｉ項の資産には該当しない。　　　　ト　　　 ニ

バ2） し た が･? で √本 件指導 １ は本 件 保険 の実 質的権利者 を誤っ ているか ら、

本件指導亅 の取 消し を求 める’。　　　　　 卜　　　　　　　 －　=こ

３　 本 件 審査請 求 ３につい て 尚 ＜
審査請求人は、次のとお り主張して、本件指導２の取消しを求めてい ると

認められる。　　　･･　　 十　　　　　　　　 ’･　　　　　つ　　 ・
（1） 処 分庁 は、 審査請 求 人 に対し 、本件車両の運転を行わないよう指導した

が、保護の実施機関が生活保護世帯 の自動車の使用を禁止するよりどころ

とす る厚生省保護課長通知 皀体が、生活保護法による上位規程であ る厚生

省社会局長通知 （保護 の実施要領について（昭和38 年 ４月くL日付 社発 第

246 号厚 生省 社会局長 通知 をいう 。以下同じ、）と整合性が保たれて いない

し　し、法第４条第 工項の理念ないし解釈と乖離している、
（2 ） 厚 生省 社会 局長通知 の記 載か らは、本件車両は処分価値の小さい ものに

該当することは明らかであり、審査請求人 の本件車両の使用は認められる

べきである。　　　　　　　　　　　　　II
（3） ま た、厚 生省 保護課長 通知 が禁 止するのは、遊興のための自動車の使用

分あ:ら、審盜盲汞人湎禾件単尚め雇転縦必要とする理由圧 ㎜･
の一時帰宅時の迸り迎えのためである。そし
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て、本件車両を使用する方が公共交通機関夸･利用するよりも安価で所要時
間も短いのであるから、審査請求人の本件車両の使用は認められるべきで

卜 ある。　　　＼　　　　　　　　卜　　　　‥卜　　　 、｡　　←
(41)二以上の理由により、審査請求人の本件拿両の使用は認められるべきであ
るから、本件指導２は、取り消されるべきである。

(5) さらに'、処分庁の担当者は、本件車両のトリップメーターをチェックし
てメモを取るなど審査請求人に多大な心理的圧力を加えており、このよう
な処分庁の｡手碑はヽ法第27 条第２項に違反しているから、この点からも
、本件指導２は、ﾚ取り消されるべきである。　　　　　　　　卜

＼　　　　　 裁　 決　 の　 理　 由

１ ＼ 本 件 処 分 に つ い て　　　　　　 ‘　　　　　　　 二　　　　 ∧　 △

（1 ） 法 の 規 定 に 基 づ く 保 護 は､ 要 保 護 者､ そ の 扶 養 義 務 者 又 は そ の 他 の 同 居 親

■　　　　Ｉ　　　　　　　　　　　　　　●　　　
。　　　　　　　　　　　　　　气

族 の 申 請 に 凖 ブ い て 開 始 す る も（K）と す る （法 第 ７ 条 匚 と さ れﾐ そ の 申 請 は

、 ① 申 請 者 の 氏 名 及 び 住 所 又 は 居 所 、 ② 要 保 護 者 の 氏 名 、 性 別 、 生 年 月 日

弌 住 所 又 は 居 所 、 職 業 及 び 申 請 者 と の 関 係 、 ③ 保 護 の 開狛 又 は 変 更 を 必 要

ﾀど す る 事 由 を 記 載 し た 書 面 を 提 出 し て 行 わ な け れ ば な ら な い （ 生 活 保 護 法 、

施 行 規 則 （ 昭 和 郢 年 厚 生 省 令 第21 号 。 以 下 「規 則 」≒と い う 」 第 ２ 条 第 １

項 ） と さ れ て い る 。 た だ し 、･保 護 の 開 始 め 申 請 は 、 法 の 規 定 や そ の 趣 旨 か

ら 、 必 ず 定 め ら れ た 方 法 に よ り 行 わ な け れ ば な ら な い と い う よ う な 要 式 行

為 で は な く √非 要 式 行 為 で あ る と 解 さ れ て い る 。　　　　　　　　　　　 卜

（2 ） こ れ を 本 件 に つ い て み る と 、 本 件 申 請 書 に は 、 規 則 第 ２ 条 第 １ 項 に 規 定

す る 事 項 が 漏 れ な く 記 載 さ れ 、 保 護 の 開 始 の 申 請 が 要 式 行 為 で は な く 、非
’　 ●　　　　　―●　、

要 式 行 為 で あ る と 解 さ れ て い る こ と か ら す れ ば 、 こ れ を 無 効 な 申 請 と 認 め

る 理 由 は な い と こ ろ 、 処 分 庁 は 、 審 査 請 求 人 が 規 則 に 規 定 す る 申 請 書 に 記

載 し た 平 成1･9 年 ９ 月 ５ 日 を 保 護 の 開 始 の 日 と す る 本 件 処 分 を 行 っ て い る

(3) この点につき、処分庁は、本件申請書には審査請求人の押印や署名がな
く、その封筒にも差出人の記載がなく、本人の申請の意思が確認できなか
ったとか、処分庁の担当者が平成19 年８月31 日に審査請求人iこ連絡した
際に、審査請求人から保護の開始の申請をしたいという明確な意思表示が
なかうたとか、同年９月５[]に来所した際に、審査請求人から本件申請書

一一 一一一一 一一 一一 一一一一

やその日付について言及がなかったとか、
㎜･, ･･･=･-=･I- ■I■-■･-･･Ila-･･■■,･■㎜㎜I ㎜a････I¬=¶-･== ●..._a,●●●●･●I-..･ ¶--･ ●I●--,..-.... 一一匹...-...-......-･-..

審 査 請 求 人 が 規 則 に 規 定 す る 申

請書に自発的に日付を含めすべて記載したため、同日を保護の開始の日と
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す る 本 件 処 分 を 行 っ た と 主 張 す る 。　　　　　　　　 い｡ レ

(4) 卜 し か し レ 本 件 申 請 書 が 規 則 第 ２ 条 第 １ 項 に 規 定 す る 事 項 が 漏 れ な く 記 載　　　 厂

さ れ て い る も の で あ 弔 以 上 、 郵 送 さ れ た 本 件 申 請 書 に 審 査 請 求 人 の 押 印 や

署 名 が な｡ く｡ そ の 封 筒 に 差 出 人 の 記 載 も な く 本 人 の 申 請 の 意 思 が 確 認 で き ノ

な い と い う の で あ れ ば 、処 分 庁 と し て は､ 審 査 請 求 人 に 同 月31 日 に 電 話 し

Ｉ　●　　　。　　　　　　 ●　　　　　１　　　　　　　　　・　　Ｉ-　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
Ｉ

た 時 な い し 同 年 ９ 月5' 日 に 来 所 し た 時 に 、 審 査 請 求 人 か ら 本 件 申 請 書 が 郵

送 さ れ た 経 緯 鄒 を 十 分 に 聴 取 す る こ と に よ っ て 、 容 易 に 審 査 請 求 人 の 申 請

の 表 示 行 為 が 同 年 ８ 月30 日 に 到 達 し た の か ど う･か の 確 認 を 行 う こ と が で イ

・　　　　　　　
。

漣 だ は ず で あ る↓ そ し て 、 処 分 庁 が 必 要 な 確 認 を 行 っ て い れ ば 、 本 件 申 請

'卜 書 が 無 効 と な る 理 由 は な い か ら レ 審 査 請 求 人 が 規 則 に 規 定 す る 申 請 書 に 自

発 的 に 日 付 を 含 め す べ て 記 載 し た と し て も 、 同 年91 月 ５ 日 に 保 護 の 開 始 の

申 請 が あ っ た と す る こ と は で き な い も の で あ る 。　　　　　　 △

‘(5) し た が っ て 、保 護 の 開 始 時 期 は､ 急 迫 保 護 の 場 合 を 除 き､ 原 則 と し て､ 申 請

卜 の あ っ た 日 以 降 に お い て 要 保 護 状 態 に あ る と 判 定 さ れ た 旧 と す る こ と と さ

れ て い る か ら 、 処 分 庁 の 審 査 請 求 人 に 対 す る 平 成 二19 年10 月 ４ 日 付 け 保 護　 ＼

の 開 始 の 決 定 処 分 は 、 保 護 の 開 始 の 日 を 誤 っ て お り 、 取 消 し を ま ぬ が れ な ＼

。　い 。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
／　　 ‘

(6) な お 、 処 分 庁 は 、 本 件 申 請 書 を 有 効 な も の と 判 断 し な か っ た 理 由 と し て ＝

十 ぺ 委 任 状 の 添 付 が な か っ た､ と 主 張 し て い る が､ 保 護 のﾚ申 請 は 、法 第 ７ 条 の 規　 匸　 ∧

ダ定 に よ り 、:｢保 護 は､ 要 保 護 者､
そ の 扶 養 義 務 者 又 は そ の 同 居 め 親 族

め 巾 請 に　 コ

・　●　　●　　 ●　　　　●　　　　　　　　　　　●　　●　　　　　
。　　　　　　　　　　　　　　　　　●

基 づ い て 開 始 す る も の｣ こと さ れ 、｢ 代 理 に よ る 申 請 に は 親 し ま な い 行 為｣､ で

あ る と 解 さ れ て い る(｢ 生 活 保 護 の 解 釈 と 運 用｣ 小 山 進 次 郎 著)
Ｏ
し た が っ て　 ユ

、 本 件 申 請 書 に 委 任 状 の 添 付 が な か っ た とこの 処 分 庁 め 主 張 は 、 失 当 で あ る　 ‥

２　 本 件 指 導 １ に つ い て　　　　　　　 ＞

(l) 行 政 不 服 審 査 法( 昭 和37 年 法 律 第160 号) 第 ４ 条 第 １ 項 は 、｢ 行 政 庁 の　　　 し

処 分( こ の 法 律 に 基 づ く 処 分 を 除 く Ｏ‘) に 不 服 が あ る 者 は 、 次 条 及 び 第 六 条

の 定 め る と こ･ろ に よ 皿 、 審 査 請 求 又 は 異 議 申 立 て を す る こ と が で き る 。｣ と　　 ／

規 定 し て い る 。　　　　　　　 レ　　　 ▽　　　　　 ＼　　　　　　　　　　　　　
＼

(2) 行 政 不 服 審 査 法 上 の 不 服 申 立 て を す る こ と が で き る 者 は 、F 現 行 法 制 の も

と に お け る 行 政 上 の 不 服 申 立 制 度 は 、 原 則 と し て 、 国 民 の 権 利 ・ 利 益 の 救 ・

済 を 図 る こ と を 主 眼 と し た も の で あ り 、 行 政 の 適 正 な 運 営 を 確 保 す る こ と

… …4,ま 紆 政 上 め 不 服 市 立 比 基 づ く 国‥民 の 権 利 ‥･一手1｣･益 のｰ救 済 を 通 ‥じ て 達 成 さ れ る …………………… ……

間 接 的 な 効 果 に す ぎ な い も の と 解 す べ く 、 し た が っ て 、 行･ 政 庁 の 処 分 に 対　　 ご

５　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＼



し 不 服 申 立 希 す る こ と が で き る 者 はl 法 律 に 特 別 の 定 め が な い 限 り ヽ 当 該

処 分 に よ り 自 己 の 権 利 若 し く は 法 律 上 保 護 さ れ た 利 益 を 侵 害 さ れ 又 は 必 然

的 に 侵 害 さ れ る お そ れ が あ り 、 そ の 取 消 等 に よっ て こ れ を 回 復 す べ き 法 律

上 の 利 益 を も つ 者 に 限･･ら れ る 」 べ き で あ る （最 高 裁 昭 和53 年 ３ 月14 日 第

。三 小 法 廷 判 決 参 照 ） と｡さ れ 、 行 政 不 服 審 査 法 に よ る 不 服 申 立 適 格 と 行 政 事

件 訴 訟 法 （ 昭 和37 年 法 律 第139 号 ）の 原 告 適 格 は 同 一 で あ る と 解 さ れ て い

る 。　　　　　　　　　　 十　　　　　　　　　 卜　　　　　 ≒　　　　　　　　　　 ＼

（3 ） そ し て 、 行 政 処 分 と は 、 公 権 力 の 主 体 た る 国 又 は 公 共 団 体 の 行 為 の う ち

匸 そ の 行 為 に よ っ て 直 接 国 民 の 権 利 義 務 を 形 成 し 又 は そ の 範 囲 を 確 定 す る＼

こ と が 法 律 上 認 め ら れ て い る も の を い う と 解 さ れ て い る （ 最 高 裁 昭 和39

年10 月29 日 第 一 小 法 廷 判 決 参 照 ） 。　　　 卜　　　　 十　　　 ご

（4 ）∧こ れ 膏 本 件 に つ い て み る と 、本 件 指 導 １ は 、法 第27 条 第 １ 項 の 規 定 に 基

‥
づ き 処 分 庁 が 審 査 請 求 人 に 対 し て 保 護 の 目 的 を 達 成 す る た め に 行 わ れ た 指

導 で あ り 、法 第62 条 第 １ 項 の 規 定 に よ り 審 査 請 求 人 に 受 忍 義 務 が 生 じ る も

の で あ る 。‘　　　　　　　 ’　　 犬　　　　　　　　　　　　　 ▽

（5 ） し か し 、 実 際 に 審 査 請 求 人 が 返 還 す べ き 額 は 、処 分 庁 が 、 法 第63 条 の 規 ▽

定 に よ り 、「そ の 受 け た 保 護 金 品 に 相 当 す る 金 額 の 範 囲 内 に お い て 保 護 の 実

施 機 関 の 定 め る 額 」 を 決 定 し て 確 走 す る も め で あ る 。 し た が っ て 、 同 条 の

規 定 に 基 づ く 審 査 請 求 人 の 返 還 義 務 は 、 本 件 指 導 １ に よ っ て 発 生 す る も の

で は な く 、 当 該 決 定 処 分 に よ る‘も の で あ り 、 本 件 指 導:L が 審 査 請 求 人 の 権

利 義 務 を 形 成 し 又 は そ の 範 囲 を 確 定 す る も の で な い こ と は 明 ら か で あ る 。

（6 ） 以 上 の と お り/、 本 件 指 導 ］｡は 、 不 服 申 立 て の 対 象 と な る 行 政 処 分 に 該 当

せ ず 、 審 査 請 求 １ は 、 不 適 法 で あ る､。･　　 ヽ　 △

３　 本 件 指 導 ２ に つ い て　　　　　　　 尚　　　 Ｔ　･。　　　　　 ＝

（１匚 本 件 指 導 ２ は 、 本 件 指 導 １ と 同 様 、法 第27 条 第 １ 項 の 規 定 に 基 づ き 処 分

庁 が 審 査 請 求 人 に 対 し て 保 護 の 目 的 を 達 成 す る た め に 行 わ れ た 指 導 で あ り

､法 第62 条 第 １ 項 の 規 定 に よ り 審 査 請 求 人 に 受 忍 義 務 が 生 じ る も の で あ る

。 そ し て 、 審 査 請 求 人 が こ れ に 従 わ ず 本 件 車 両 を 運 転 し た 場 合 に は 、 指 導

違 反 を 理 由 と し て 処 分 庁 の 同 条 第 ３ 項 の 規 定 に よ る 保 護 の 変 更､ 停 止 又 は

廃 止 の 処 分 を 受 け る こ と が あ る 。　　　　　　　　　 ’

（2 ） し か し 、 審 査 請 求 人 が 本 件 指 導 ２ に 従 わ な か っ た と し て も 、 法 に は こ れ

に 対 す る 罰 則 規 定 や 苴 接 的 な 不 利 益 処 分 は 設 け ら れ て お ら ず 、 さ ら に 、 本

‾　 件 楷 導 之後 ‾め 法 第 ﾀば゙ 条 第 昔 頂 の 規 定 によ る‾処 分 庁 の 保 護 沓 変 更 √停 止 又 囂 …………

廃 止 の 処 分 に 当 た っ て は 、 同 条 第 ４ 項 の 規 定 に よ り 処 分 庁 は 被 保 護 者 に 対

／　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　６　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｀



して弁明の機会を与えなければならないとされ、一連の行政行為が予定さ
ｌれている。これらのことからすれば、本件指導２は、審査請求人に対して
一般努力義務を課したものすぎず、いまだ審査請求人の権利義務を形成し
又はその範囲を確定するものとは觧されない。　　　　卜

（3） 以上のとおり、本件指導２は√不服申立ての対象となる行政処分に該当
せず、審査請求２は、不適法である。

４　よって、審査請求人の請求にづいて、主文のとおり裁決する。

平成19 年12 月2 引ﾖ

愛媛県知事　加，戸　守　行

フ



１　この裁決に不服があるときは、この裁決があったことを知った日の翌日か
･ら起算して30 日以内に、厚生労働大臣に対し再審査請求をすることができま

す　　　　　ダ　 。　　　二
２　この裁決の取消しの訴えは、この裁決があったことを知った日の翌日から起
算して６箇月以内に愛媛県を被告として∇（愛媛県知事が被告の代表者となりま
す。）提起することができます。ただし、１の再審査請求をした場合ぱ、当該再
審査請求に対する裁決の送達を受けた日の翌日から起算して６箇月以内にこの

裁決の取消しの訴えを提起することができますＯ　　　　　　卜

(謄本証明について)

皐 欝 催 羂 灘 往 往
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